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平成２５年（２０１３年）招集大阪狭山市議会定例会 

６月定例月議会提出議案の概要（市長提出） 

 

● 諮問第 ２ 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員のAE石井E

い し い

AA E重光 E

しげみつ

A氏の任期が平成２５年１２月３１日で満了することに

伴い、改めて同氏を法務大臣あてに推薦するにあたり、人権擁護委員法第６条第３

項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

● 議案第３８号 監査委員の選任について 

監査委員のAE平田E

ひ ら た

AAE國夫E

く に お

A氏の任期が平成２５年７月２２日で満了することに伴い、 

後任にAE北井E

き た い

AAE末 E

すえひろ

A氏を選任するため、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、

議会の同意を求めるもの 

 

● 議案第３９号 公平委員会の委員の選任について 

公平委員会委員のAE小野E

お の

AAE嘉E

か

AAE久子E

く こ

A氏の任期が平成２５年８月８日で満了することに 

伴い、改めて同氏を選任するため、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、

議会の同意を求めるもの 

 

● 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて［平成２４年度（２０１２年度）  

大阪狭山市一般会計補正予算（第７号）の専決処分］ 

● 議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて［平成２４年度（２０１２年度）  

大阪狭山市下水道事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分］ 

先の３月議会で報告し、要請していた専決処分で、年度末を迎え、平成２４年度

の一般会計、下水道事業特別会計における収支を見通した財源調整のための最終 

補正を、平成２５年３月２９日付けで専決処分したもの 

 

● 議案第４２号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

市職員を派遣することができる公益的法人として位置付けている大阪狭山市土地

開発公社の解散に関する全ての手続きが、平成２５年３月２６日付けで完了したこ

とに伴い、同団体を職員派遣対象法人等から削除するため、所要の条例改正を行う

もの 
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● 議案第４３号 大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する国民健康保

険の被保険者の属する世帯の国民健康保険の保険料について、移行後５年目までの

間の世帯別平等割額の２分の１の軽減措置に加え、その後３年間においても、世帯

別平等割額の４分の１の軽減措置を講ずるため、国民健康保険法施行令が一部改正

されたことに伴い、本市においても同様に措置するため、所要の条例改正を行うも

の 

 

● 議案第４４号 大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日付けで公布されたことに

伴い、延滞金等の割合に関する特例の改正、住宅借入金等特別税額控除の住民税へ

の適用期限の延長と、控除限度額の拡充、復興支援のための特例の改正など、所要

の条例改正を行うもの 

 

● 議案第４５号 工事請負契約の締結について 

「市役所庁舎耐震補強等工事」の請負契約の締結について、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を

求めるもの 

 

● 議案第４６号 工事請負契約の締結について 

「消防救急デジタル無線システム設置工事」の請負契約の締結について、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会の議決を求めるもの 

 

● 議案第４７号 平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第３号）に

ついて 

主に斎場緩衝緑地内の東屋等の改修工事費、狭山池の史跡指定のための測量業務

委託料、消防団員退職報償金等で、歳入歳出それぞれ１，６６６万５千円の増額  

補正を求めるもの 

 

● 議案第４８号 平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市東野財産区特別会計補正予算（第

１号）について 

大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、東野財産区において

地域公共事業を執行するため、歳入歳出それぞれ２，６９７万５千円の増額補正を

求めるもの 
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○ 報告第 １ 号 平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許費繰越 

計算書の報告について 

平成２４年度一般会計予算において繰越明許を行った、市役所庁舎耐震補強等 

事業、ため池等維持管理事業、交通安全施設整備事業、消防救急無線デジタル化  

整備事業、中学校整備事業、公民館耐震補強等事業に係る経費を平成２５年度に 

繰り越したもので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費

繰越計算書を報告するもの 

 

○ 報告第 ２ 号 平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計予算繰越 

明許費繰越計算書の報告について 

平成２４年度池尻財産区特別会計予算において繰越明許を行った一般管理事業

に係る経費を平成２５年度に繰り越したもので、前報告と同様、繰越明許費繰越 

計算書を報告するもの 

 

○ 報告第 ３ 号 平成２５年度（２０１３年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の

事業計画及び予算の報告について 

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の平成２５年度の事業計画及び予算に

ついて報告するもの 

 

○ 報告第 ４ 号 平成２４年度（２０１２年度）大阪狭山市土地開発公社の決算報告及び 

清算結了の報告について 

大阪狭山市土地開発公社の平成２４年度の事業会計決算及び清算の結了につい

て報告するもの 


